
 

 
 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

１ 政策評価の対象とした政

策の名称 

特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例  

２ 対象税

目 

 

① 政策評価の

対象税目 

(法人税：義)（国税２） 

(法人住民税、法人事業税：義)（自動連動） 

② 上記以外の

税目 

(所得税：外) 

３ 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

４ 内容 《現行制度の概要》 

租税特別措置等の内容  

１ 概要 

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年

法律第１０１号。以下「環境整備法」という。）第５条第１項

において、国は、航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生

ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定

する第二種区域（以下「航空機騒音障害区域」という。）に当

該指定の際現に所在する建物等の所有者が、当該建物等を移転

し、又は除却するときは、当該移転又は除却により通常生ずべ

き損失を補償することができる旨を規定しており、また、同条

第２項において、国は、航空機騒音障害区域に所在する土地の

所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、当該土地を買い

入れることができる旨を規定している。 

このうち、航空機騒音障害区域に所在する法人又は個人の事

業用資産（以下「事業用資産」という。）を、国に譲渡し航空

機騒音障害区域以外の地域に買い換える場合等に適用される譲

渡所得の課税の特例が認められており、本特例措置の適用期間

の延長を要望するもの。 

２ 控除の内容 

事業用資産を国に譲渡し、航空機騒音障害区域以外の地域に

買い換える場合等において、資産の譲渡による収入金額が買換

資産の取得価額以下のときは、その収入金額の７０％に相当す

る金額を超える金額に相当する資産の譲渡があったものとして

所得税が課税される等の特例措置である。 

《要望の内容》 

(法人税) 

措置の適用期限を３年間延長し、令和８年３月３１日までとす

る。 

(所得税) 

措置の適用期限を３年間延長し、令和８年１２月３１日までとす

る｡ 

《関係条項》 

(法人税）租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６５条

の７、第６５条の８､第６５条の９ 



 

 
 

(所得税)同法第３７条、第３７条の２、第３７条の３、第３７条

の４ 

５ 担当部局 防衛省地方協力局地域社会協力総括課 

６ 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：令和４年８月 

分析対象期間：令和元年度～７年度               

７ 創設年度及び改正経緯 昭和４９年度 創設        

昭和５０年度 延長（５年間) 

昭和５５年度 延長（５年間) 

昭和６０年度 延長（５年間) 

縮減（圧縮割合を８０％に引下げ） 

平成０２年度 延長（１年間) 

平成０３年度 延長（５年間) 

平成０８年度 延長（５年間) 

平成１３年度 延長（５年間) 

平成１８年度 延長（５年間) 

平成２３年度 延長（３年間) 

平成２６年度 延長（３年間) 

 環境整備法の規定により譲渡されるものに限定。 

 土地等にあっては、平成２６年４月１日又はその資

産の所在地が航空機騒音障害区域となった日のいず

れか遅い日前に取得したものに限定。 
平成２９年度 延長（３年間）  
令和０２年度 延長（３年間） 

縮減（圧縮割合を７０％に引下げ） 
 

８ 適用又は延長期間 ３年間 

(法人税)令和５年４月１日～８年０３月３１日 

(所得税)令和６年１月１日～８年１２月３１日 

９ 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

航空機騒音障害区域からの移転を希望する建物等の所有者に対

して移転補償や土地の買入れ（以下「移転の補償等」という。）

を行うことにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与

することを目的としている。 

 

《政策目的の根拠》 

１ 環境整備法第１条及び第５条 

２ 平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱について（平成３０

年１２月１８日国家安全保障会議・閣議決定）Ⅲ及びⅥの３ 

３ 中期防衛力整備計画（平成３１年度～平成３５年度）につい

て（平成３０年１２月１８日国家安全保障会議・閣議決定）Ⅲ

の６の（３） 

 

別紙第１参照 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

防衛省における政策評価に関する基本計画について（防官企

(防)第１５４号。３１.３.２９）に規定する防衛省の政策評価に

おける政策体系において、次のとおり位置付けられている。 

別紙第２参照 



 

 
 

 

基本目標：①平素から、我が国が持てる力を総合して、我が国に

とって望ましい安全保障環境を創出②我が国に侵害を加

えることは容易ならざることであると相手に認識させ、

脅威が及ぶことを抑止③万が一、我が国に脅威が及ぶ場

合には、確実に脅威に対処し、かつ、被害を最小化 

政策分野：我が国自身の防衛体制の強化 

     防衛力を支える要素 

施 策：地域コミュニティーとの連携  
③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

航空機騒音障害区域における移転の補償等が未実施の建物約  

１１,４００戸、土地約５,５００ha のうち、令和７年度までの３

年間に、令和３年度末時点で移転の希望がある事業用資産、建物

５１戸、土地２９.１ha に対し移転等を実施する。  
《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本特例措置により、事業者の移転に伴う一時的な経済負担を軽

減し航空機騒音障害区域外への移転を容易にすることで、航空機

の音響に起因する障害が特に著しい区域の関係住民だけが受けて

いる不利益を公平の観点から是正し、関係住民の生活の安定及び

福祉の向上に寄与することとなる。 
 

有効性

等 

① 適用数 〇適用件数 

(注)１ 令和４年度以降については見込み 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成 

３ 算定根拠については、別紙第３-１～７参照 

 

  

年度 

区分 

令和

元 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

法

人

税 

件数(件) ０ ０ ２ ３ ５ ５ ３ 

建物(戸) ０ ０ ２ ４ ４ ４ ２ 

土地(ha) ０ ０ ０.０２ ０.１ ０.３ ０.７ ０.７ 

所

得

税 

件数(件) ６０ ３６ ４７ ４７ ５３ ３６ ５０ 

建物(戸) ６ １１ ２４ ２１ ２２ ３ １６ 

土地(ha) １６.１ ７.８ １３.９ ７.７ ８.２ ６.８ １２.４ 

② 適用額 〇適用額 

（単位：百万円） 

年度 

区分 

令和

元 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

法人税 ０ ０ ４１ １６８ ５７８ ６６０ １５１ 

所得税 ６９６ ３８２ ８１７ ８２７ ７６２ ４０１ １,１６８ 

(注)１ 令和４年度以降については見込み 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成 

３ 算定根拠については、別紙第３-１～７参照 

 

 

 



 

 
 

③ 減収額 〇減収額                         

 （単位：百万円） 

年度 

区分 

令和

元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

法人税 ０ ０ １０ ３９ １３４ １５３ ３５ 

法人住民税 ０ ０ １ ３ ９ １１ ２ 

法人事業税 ０ ０ ４ １６ ５５ ６３ １５ 

所得税 １０４ ５７ １２３ １２４ １１４ ６０ １７５ 

(注)１ 令和４年度以降については見込み 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成 

３ 課税の繰り延べであるため、期間全体を通せば減収とはならない 

４ 算定根拠については、別紙３-１～７参照 

  
④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

 

年度 

区分 

令和

元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

建物（戸） １０ １７ ２６ ２５ ２６ ７ １８ 

土地（ha） ３９.５ ２３.２ １４.６ ７.８ ８.５ ７.５ １３.１ 

(注)１ 令和４年度以降については見込みであり、別紙４-１～４参照 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成 

 

〇達成目標の変更理由・所期の目標達成状況 

令和２年度から令和４年度までの３年間における移転の補償等の見

込みは、所期の目標３１戸に対し、６８戸であり、所期の目標に達した。 

土地の買入れについては、所期の目標６１ha に対し、希望のあった

６３ha の手続きを進めていたが、移転希望者と隣接地権者との調整の

難航など、移転希望者のやむを得ない事情により４６ha となり、所期の

目標に達していない。 

平成２８年度時点の対象に対する事業用資産の土地の買入れの進

捗率は、前回要望時（平成３０年度末時点）で８.４％（３０ha）に対し、令

和３年度末時点では、３０.２％（１０７ha）と、進捗が図られている。 

本特例措置により、事業者の移転に伴う一時的な経済負担を軽減し

航空機騒音障害区域外への移転を容易にすることで、航空機の音響

に起因する障害が特に著しい区域の関係住民だけが受けている不利

益を公平の観点から是正し、関係住民の生活の安定及び福祉の向上

に寄与するため、令和７年度までの３年間に令和３年度末までに希望

のある建物５１戸、土地２９.１ha の事業用資産の移転等を実施する必

要があり、本特例措置の延長を要望する。 

 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

 

年度 

区分 

令和

元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

建物（戸） ６ １１ ２６ ２５ ２６ ７ １８ 

土地（ha） １６.１ ７.８ １３.９ ７.８ ８.５ ７.５ １３.１ 

(注)１ 令和４年度以降については見込みであり、別紙４-１～４参照 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成 



 

 
 

 

 

前回政策評価を実施した令和元年度から令和３年度までの間に建

物５３戸、土地７７.３ha の事業用資産が移転等を実施しており、関係住

民の生活の安定及び福祉の向上に寄与したところである。  

また、移転等を実施した事業用資産のうち、本特例措置の適用数に

ついては以下のとおりであった。 

・令和元年度  

建物１０戸、土地３９.５ha のうち、建物６戸、土地１６.１ha 

・令和２年度 

建物１７戸、土地２３.２ha のうち、建物１１戸、土地７.８ha 

・令和３年度 

建物２６戸、土地１４.６ha のうち、建物２６戸、土地１３.９ha 

令和元年度から３年度までの間に移転の補償等を実施する建物５３

戸のうち８１％にあたる４３戸、土地７７.３ha のうち４９％にあたる３７.８

ha が本特例措置を適用していたため、政策効果が発現したと言える。 

さらに、令和元年度から３年度までに移転等を実施した事業用資産

所有者２５６名に対しアンケート調査を実施し、１９３名から回答があっ

た（７５％）。アンケート内で未記入者を除いた７０名のうち５８名（８

３％）が「租税特別措置は効果的」と回答があったところである。 

よって、適用数のうち、約８３％が本特例措置の直接的効果と見込

まれる。 

また、法人の適用件数は各年度で１０件未満と僅少になっている

が、本特例措置が適用されるものは移転の補償等の対象となる事業

用資産の買換えを行う場合に限定されるためである。適用数自体は少

ないが、大規模な事業用資産の移転においては、移転措置事業にお

ける他の特例を適用するよりも本特例措置を適用した方が、法人税等

が優遇されることから、このような事案の移転促進のために本特例措

置は必要である。 

事業用資産を移転する場合の移転補償金等が譲渡所得として法人

税等の課税対象となることから、本特例措置がない場合、資産の目減

りが生じ、従前の資産と同等の資産に買い換えることができず、移転を

断念することに繋がる。経済的負担により移転を断念する事業者が増

加すれば、自衛隊等の飛行場が所在することによって特定の地域の

住民が受けている不利益を放置することにもなることから、航空機騒音

障害区域外への移転等を容易にするため、本特例措置は必要であ

る。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

《税収減を是認するような効果の有無》 

航空機の音響に起因する障害が特に著しい地域の関係住民だけが

受けている不利益を公平性の観点から是正する措置であり、移転に伴

う経済的負担を軽減することにより航空機騒音障害区域外への移転を

容易にし、移転が促進されることにより、関係住民の生活の安定及び

福祉の向上に寄与することとなり、ひいては、我が国の平和と安全及

び国民の安心・安全の確保に寄与することができることから、本特例措

置による税収減を是認する効果が得られていると認められる。 

１１ 

 

 

相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

本特例措置は、航空機騒音障害区域からの移転の促進を図る観点

から事業用資産の所有者の税負担を軽減するためのものであり、譲渡

所得を課税する一方で、国の補助金等によりこれを補填することは非



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

等 効率であることから、譲渡所得の課税の特例措置を採ることが妥当で

ある。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

なし 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

なし 

１２ 有識者の見解 今般の延長については問題ない。 

将来的に、移転の促進を図るため移転措置の終期設定について検

討しても良いのではないか。 

 

１３ 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

【事前評価】令和元年８月(Ｒ１防衛０１) 

 



 

 
 

別紙第１ 

 

１ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（抄） 

                                                        （昭和４９年法律第１０１号） 

（目的） 

第一条 この法律は、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防

止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自

衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉

の向上に寄与することを目的とする。 

 

（移転の補償等） 

第五条 国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な

実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域（以下

「第二種区域」という。）に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する

物件（以下「建物等」という。）の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、

又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有す

る者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により

通常生ずべき損失を補償することができる。 

２ 国は政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れ

を申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 

３ （略） 

 

 

 

２ 平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱について（抄） 

平成３０年１２月１８日 

国家安全保障会議決定 

閣 議 決 定 

Ⅲ 我が国の防衛の基本方針  

我が国は、国家安全保障戦略を踏まえ、積極的平和主義の観点から、我が国自身の外交

力、防衛力等を強化し、日米同盟を基軸として、各国との協力関係の拡大・深化を進めて

きた。また、この際、日本国憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事

大国にならないとの基本方針に従い、文民統制を確保し、非核三原則を守ってきた。 

今後とも、我が国は、こうした基本方針等の下で、平和国家としての歩みを決して変える

ことはない。その上で、我が国は、これまでに直面したことのない安全保障環境の現実の

中でも、国民の生命・身体・財産、領土・領海・領空及び主権・独立を守り抜くといっ

た、国家安全保障戦略に示した国益を守っていかなければならない。このため、我が国の

防衛について、その目標及びこれを達成するための手段を明示した上で、これまで以上に

多様な取組を積極的かつ戦略的に推進していく。 

（以下略） 

 

Ⅵ 防衛力を支える要素  

防衛力がその真価を発揮するためには、平素から絶えずその能力を維持・向上させるとと



 

 
 

もに、国民の幅広い理解を得ることが必要である。 

 

３ 地域コミュニティーとの連携 

 一層厳しさと不確実性を増す安全保障環境の下、自衛隊及び在日米軍の活動及び訓練・

演習の多樣化、装備品の高度化等が進んでおり、防衛施設周辺の地方公共団体や地元住民

の理解及び協力を得ることはこれまで以上に重要となっている。 

 このため、地方公共団体や地元住民に対し、平素から防衛省・自衛隊の政策や活動に関

する積極的な広報を行うとともに、自衛隊及び在日米軍の部隊や装備品の配備、訓練・演

習等の実施に当たっては、 地元に対する説明責任を十分に果たしながら、地元の要望や情

勢に応じたきめ細かな調整を実施する。 同時に、騒音等への対策を含む防衛施設周辺対策

事業を引き続き推進する。  

 （以下略） 

  

 

 

３ 中期防衛力整備計画（平成３１年度～平成３５年度）について（抄） 

平成３０年１２月１８日 

国家安全保障会議決定 

閣 議 決 定 

Ⅲ 自衛隊の能力等に関する主要事業 

 ６ 防衛力の能力発揮のための基盤 

 （３）地域コミュニティーとの連携 

地方公共団体や地元住民に対し、平素から防衛省・自衛隊の政策や活動に関する積極

的な広報等を行うとともに、自衛隊及び在日米軍の部隊や装備品の配備、訓練・演習の

実施等に当たっては、地元に対する説明責任を十分に果たしながら、地元の要望や情勢

に応じたきめ細やかな調整を実施する。同時に、住宅防音事業の更なる促進を含め防衛

施設周辺対策事業を引き続き推進する。また、各種事態において自衛隊が迅速かつ確実

に活動を行うため、地方公共団体、警察・消防機関などの関係機関との連携を一層強化

する。 

地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティーの維持・活性化に大きく

貢献し、あるいは、自衛隊による急患輸送が地域医療を支えている場合等が存在するこ

とを踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地等の配置・運営に当たっては、地方公共団体や

地元住民の理解を得られるよう、地域の特性に配慮する。また、中小企業者に関する国

等の契約の方針を踏まえ、効率性にも配慮しつつ、地元中小企業の受注機会の確保を図

るなど、地元経済に寄与する各種施策を推進する。 



 

 
 

別紙第２ 

 

 



 

 
 

別紙第３－１ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和元年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ０件 

０戸 

０ ha 

  

②  法人税 ０件 

０戸 

０ ha 

適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条） 

 

所得税  ６０件 

６戸 

１６.１ ha 

事業用資産移転補償等実績者数  

③ 適用額  ０百万円   

④ 法人税  ０百万円 適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条）（財

務省） 

 

所得税   ６９６百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えた

ものと仮定して算出 

 

⑤ 減収額  ０百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税    ０百万円 ０百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ０百万円 ０百万円×１２.９％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税   ０百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税    ０百万円 ０百万円×６.７％ ④×税率 

 ⑩ 地方法人特別税    ０百万円 ０百万円×４３.２％ ⑨×税率 

所得税    １０４百万円 ６９６百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等実績額－取得費※)×圧縮割合(８０％)  

           ＝０千円×９５％×８０％＝０千円＝０百万円 

※取得費＝事業用資産移転補償等実績額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(１２.９％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(６.７％) 

［うち地方法人特別税］＝減収額【事業税】×地方法人特別税率(４３.２％) 

 



 

 
 

別紙第３－２ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和２年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ０件 

０戸 

０ ha 

  

② 法人税 ０件 

０戸 

０ ha 

適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条） 

 

所得税  ３６件 

１１戸 

７.８ ha 

事業用資産移転補償等実績者数  

③ 適用額 ０百万円   

④ 法人税 ０百万円 適用実態調査情報(租税特別措置の適用

状況の透明化等に関する法律第６条） 

 

所得税 ３８２百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えた

ものと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ０百万円 

 

⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 ０百万円 ０百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ０百万円 ０百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 ０百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 ０百万円 ０百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 ０百万円 ０百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 ５７百万円 ３８２百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等実績額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝０千円×９５％×７０％＝０千円＝０百万円 

※取得費＝事業用資産移転補償等実績額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×特別法人事業税率(３７％) 

  



 

 
 

別紙第３－３ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和３年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数      ２件 

２戸 

０.０２ ha 

  

② 法人税      ２件 

２戸 

０.０２ ha 

事業用資産移転補償等実績者数  

所得税  ４７件 

２４戸 

１３．９ ha 

事業用資産移転補償等実績者数  

③ 適用額 ４１百万円   

④ 法人税  ４１百万円 

 

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税  ８１７百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 １４百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税  １０百万円 ４１百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 １百万円 １０百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税  ４百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税  ３百万円 ４１百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税   １百万円 ３百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 １２３百万円 ８１７百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等実績額－取得費※)×圧縮割合(７０％)  

           ＝６１,８１３千円×９５％×７０％=４１,１０６千円=４１百万円 

※取得費＝事業用資産移転補償等実績額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×特別法人事業税率(３７％) 

 



 

 
 

別紙第３－４ 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和４年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数     ３件 

４戸 

０.１ ha 

  

② 法人税     ３件 

４戸 

０.１ ha 

令和４年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

所得税     ４７件 

２１戸 

７.７ ha 

令和４年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

③ 適用額 １６８百万円   

④ 法人税 １６８百万円 

  

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 ８２７百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ５８百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税    ３９百万円 １６８百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ３百万円 ３９百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税  １６百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税  １２百万円 １６８百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税  ４百万円 １２百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税  １２４百万円 ８２７百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額※１－取得費※２)×圧縮割合(７０％)  

           ＝２５２,７４６千円×９５％×７０％＝１６８,０７６千円≒１６８百万円 

※１ 事業用資産移転補償等予定額＝令和４年度に予定している事業用資産×実績単価 

※２ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×特別法人事業税率(３７％) 

  



 

 
 

別紙第３－５ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和５年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ５件 

４戸 

０.３ ha 

  

② 法人税 ５件 

４戸 

０.３ ha 

令和５年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

所得税  ５３件 

２２戸 

８.２ha  

令和５年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

③ 適用額 ５７８百万円   

④ 法人税 ５７８百万円 

 

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 ７６２百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 １９９百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 １３４百万円 ５７８百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ９百万円 １３４百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 ５５百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 ４０百万円 ５７８百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 １５百万円 ４０百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 １１４百万円 ７６２百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額※１－取得費※２)×圧縮割合(７０％)  

           ＝８６８,７０８千円×９５％×７０％＝５７７,６９１≒５７８百万円 

※１ 事業用資産移転補償等予定額＝令和５年度に予定している事業用資産×実績単価 

※２ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×特別法人事業税率(３７％) 



 

 
 

別紙第３－６ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和６年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数   ５件 

４戸 

０.７ ha 

  

②  法人税   ５件 

４戸 

０.７ ha 

令和６年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

所得税   ３６件 

３戸 

６.８ ha 

令和６年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

③ 適用額 ６６０百万円   

④ 法人税 ６６０百万円 

  

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 ４０１百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ２２７百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税  １５３百万円 ６６０百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 １１百万円 １５３百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税  ６３百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 ４６百万円 ６６０百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税  １７百万円 ４６百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税  ６０百万円 ４０１百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある。 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成した。 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額※１－取得費※２)×圧縮割合(７０％)  

           ＝９９１,７３８千円×９５％×７０％＝６５９,５０６千円≒６６０百万円 

※１ 事業用資産移転補償等予定額＝令和６年度に予定している事業用資産×実績単価 

※２ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×特別法人事業税率(３７％) 

  



 

 
 

別紙第３－７ 

 

適用件数、適用額及び減収額の算定根拠（令和７年度） 

 

 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数 ３件 

２戸 

０.７ ha 

  

② 法人税 ３件 

２戸 

０.７ ha 

令和７年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

所得税  ５０件 

１６戸 

１２.４ ha 

令和７年度において移転を予定している事業用

資産所有者数（防衛省地方協力局地域社会協

力総括課調べ） 

 

③ 適用額 １５１百万円   

④ 法人税 １５１百万円 

 

譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

所得税 １,１６８百万円 譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたも

のと仮定して算出 

 

⑤ 減収額 ５２百万円 ⑥＋⑦＋⑧  

 ⑥ 法人税 ３５百万円 １５１百万円×２３.２％ ④×税率 

⑦ 法人住民税 ２百万円 ３５百万円×７％ ⑥×税率 

⑧ 法人事業税 １５百万円 ⑨＋⑩  

 ⑨ 事業税 １１百万円 １５１百万円×７％ ④×税率 

 ⑩ 特別法人事業税 ４百万円 １１百万円×３７％ ⑨×税率 

所得税 １７５百万円 １,１６８百万円×１５％  

１ 計数は単位未満四捨五入で整理しているため符合しない場合もある 

２ データについては、地方協力局地域社会協力総括課で作成 

３ 減収額の計算方法 

適用額【法人税】＝(事業用資産移転補償等予定額※１－取得費※２)×圧縮割合(７０％)  

           ＝２２７,６８１千円×９５％×７０％＝１５１,４０８≒１５１百万円 

※１ 事業用資産移転補償等予定額＝令和７年度に予定している事業用資産×実績単価 

※２ 取得費＝事業用資産移転補償等予定額×５％ 

【法人税】＝適用額【法人税】×税率(２３.２％) 

【法人住民税】＝減収額【法人税】×住民税率(７％(都道府県税+市町村民税)) 

【法人事業税】 

［うち事業税］＝適用額【法人税】×事業税率(７％) 

［うち特別法人事業税］＝減収額【事業税】×特別法人事業税率(３７％) 

  



 

 
 

別紙第４－１ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和４年度） 

 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

建物戸数（戸） 土地面積（㎡）
移転希望者１ 2 578
移転希望者２ 2 516
移転希望者３ 1 2,543
移転希望者４ 1,045
移転希望者５ 1,402
移転希望者６ 160
移転希望者７ 832
移転希望者８ 3,325
移転希望者９ 1
移転希望者１０ 7,531
移転希望者１１ 1,899
移転希望者１２ 539
移転希望者１３ 1,903
移転希望者１４ 18,258
移転希望者１５ 2,745
移転希望者１６ 2,457
移転希望者１７ 1 105
移転希望者１８ 771
移転希望者１９ 1,938
移転希望者２０ 2,919
移転希望者２１ 13 3,231
移転希望者２２ 1 84
移転希望者２３ 1,401
移転希望者２４ 993
移転希望者２５ 1,208
移転希望者２６ 1 414
移転希望者２７ 133
移転希望者２８ 394
移転希望者２９ 318
移転希望者３０ 238
移転希望者３１ 2,136
移転希望者３２ 2 182
移転希望者３３ 541
移転希望者３４ 141
移転希望者３５ 2,259
移転希望者３６ 3,127
移転希望者３７ 29
移転希望者３８ 2,364
移転希望者３９ 51
移転希望者４０ 551
移転希望者４１ 1,759
移転希望者４２ 1,295
移転希望者４３ 131
移転希望者４４ 998
移転希望者４５ 313
移転希望者４６ 158
移転希望者４７ 1,798
移転希望者４８ 1
移転希望者４９ 326
移転希望者５０ 249
合計 25 78,287

令和４年度



 

 
 

別紙第４－２ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和５年度） 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

建物戸数（戸） 土地面積（㎡）
移転希望者１ 1 1,808
移転希望者２ 2,280
移転希望者３ 220
移転希望者４ 1,077
移転希望者５ 1,682
移転希望者６ 3,456
移転希望者７ 2,053
移転希望者８ 782
移転希望者９ 1,205
移転希望者１０ 994
移転希望者１１ 3,963
移転希望者１２ 552
移転希望者１３ 268
移転希望者１４ 682
移転希望者１５ 574
移転希望者１６ 982
移転希望者１７ 654
移転希望者１８ 3,963
移転希望者１９ 1,258
移転希望者２０ 2,013
移転希望者２１ 1,976
移転希望者２２ 3,277
移転希望者２３ 1,925
移転希望者２４ 7,754
移転希望者２５ 459
移転希望者２６ 787
移転希望者２７ 702
移転希望者２８ 98
移転希望者２９ 535
移転希望者３０ 1
移転希望者３１ 1
移転希望者３２ 2,178
移転希望者３３ 8 226
移転希望者３４ 1,101
移転希望者３５ 2,267
移転希望者３６ 6 231
移転希望者３７ 582
移転希望者３８ 1 127
移転希望者３９ 1 140
移転希望者４０ 55
移転希望者４１ 115
移転希望者４２ 451
移転希望者４３ 471
移転希望者４４ 1 83
移転希望者４５ 5,815
移転希望者４６ 10,236
移転希望者４７ 812
移転希望者４８ 474
移転希望者４９ 585
移転希望者５０ 870
移転希望者５１ 1,180
移転希望者５２ 1,329
移転希望者５３ 1,198
移転希望者５４ 202
移転希望者５５ 3,667
移転希望者５６ 855
移転希望者５７ 1,008
移転希望者５８ 6 1,185
合計 26 85,422

令和５年度



 

 
 

別紙第４－３ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和６年度） 

 

 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

 

建物戸数（戸） 土地面積（㎡）
移転希望者１ 1 123
移転希望者２ 1 72
移転希望者３ 855
移転希望者４ 2,035
移転希望者５ 1 87
移転希望者６ 1 76
移転希望者７ 1 74
移転希望者８ 2 205
移転希望者９ 2,032
移転希望者１０ 1,117
移転希望者１１ 9,692
移転希望者１２ 155
移転希望者１３ 6,817
移転希望者１４ 99
移転希望者１５ 164
移転希望者１６ 633
移転希望者１７ 128
移転希望者１８ 393
移転希望者１９ 1,569
移転希望者２０ 715
移転希望者２１ 1,873
移転希望者２２ 1,178
移転希望者２３ 539
移転希望者２４ 711
移転希望者２５ 1,222
移転希望者２６ 287
移転希望者２７ 578
移転希望者２８ 3,666
移転希望者２９ 5,837
移転希望者３０ 6,729
移転希望者３１ 4,045
移転希望者３２ 6,967
移転希望者３３ 2,292
移転希望者３４ 2,909
移転希望者３５ 2,134
移転希望者３６ 213
移転希望者３７ 529
移転希望者３８ 267
移転希望者３９ 1,240
移転希望者４０ 2,930
移転希望者４１ 1,523
合計 7 74,709

令和６年度



 

 
 

別紙第４－４ 

事業用資産の移転補償等の実施見込み（令和７年度） 

 

データについては、地方協力局地域社会協力総括課において当該年度に移転を予定している者を計上。 

建物戸数（戸） 土地面積（㎡）
移転希望者１ 1,959
移転希望者２ 4,493
移転希望者３ 6,143
移転希望者４ 1,834
移転希望者５ 1,436
移転希望者６ 2,576
移転希望者７ 8,062
移転希望者８ 13,451
移転希望者９ 6,566
移転希望者１０ 10,844
移転希望者１１ 2,992
移転希望者１２ 39
移転希望者１３ 879
移転希望者１４ 1,029
移転希望者１５ 4,469
移転希望者１６ 1 250
移転希望者１７ 6 1,884
移転希望者１８ 1 827
移転希望者１９ 2 649
移転希望者２０ 1,388
移転希望者２１ 6 331
移転希望者２２ 1 185
移転希望者２３ 2,066
移転希望者２４ 4,868
移転希望者２５ 3,045
移転希望者２６ 2,391
移転希望者２７ 807
移転希望者２８ 1,953
移転希望者２９ 1,098
移転希望者３０ 1,226
移転希望者３１ 1,643
移転希望者３２ 2,839
移転希望者３３ 337
移転希望者３４ 2,131
移転希望者３５ 2,717
移転希望者３６ 1,998
移転希望者３７ 403
移転希望者３８ 561
移転希望者３９ 361
移転希望者４０ 1,105
移転希望者４１ 716
移転希望者４２ 978
移転希望者４３ 1,423
移転希望者４４ 1,680
移転希望者４５ 4,255
移転希望者４６ 4,856
移転希望者４７ 300
移転希望者４８ 48
移転希望者４９ 88
移転希望者５０ 1 100
移転希望者５１ 6,865
移転希望者５２ 2,715
移転希望者５３ 2,769
合計 18 130,627

令和７年度


